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瞭
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錨
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薗
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滑
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入
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収
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茶
-
で
は
主
と
し

品
'
耕
地
､
並
に
其
産
物
等
の
記
銘
は
軍
人
が
培

督
し
た
ド
ニ
玄
ふ
こ
亡
で
あ
る
q
壷
二
)

(盤
〓
)
｢
r九
〇
〇
牛
LI
U
m
m
et
rh
lagat富
の

テ
プ

チ

ュ

ニ
ス)

に
於
て
鞍
見
せ
ら
れ
た
T
e
btul一-S
P
･lP
)
コ

に
は
歴

山
大

H
i
の

承
櫨

者
P
to]c
m
a105
樽
代
り
詑

鋲
即
ち
紀
元
前
〓

IO
隼
酌
に
政
府
の

骨
計
官
適
も
務
ゆ
て
居
っ
た
M
cnclleS
の
辞
秒
併
り
詑
錬
､
並
に
捕

紀
元
前
一〇
〇
カ
重
五
O
年
頃
の
骨
計
に
蘭
で
ろ
託
鋲
が
あ
る
｡

好
十
三
食

入筋

J
B
H

二
八
)

7
二
八

〇
〇

〇

〇

〇

フ
ェ
ニ
キ
ア
は

レ
パ

/

ン
山

脈
と
地
中

海
亡
の
問
に

横
は
･C/

土
地
狭
小
好
機

,J

L
で
農
耕
に
適
せ
す
'
加

之
国
民
は
胃
倣
敢
婿
の
気
風
に
富
ん
で
居
た
か
ら
､
多

-
は
紙
業
新
婦
に
碓
萌
し
て
移
多
の
嬉
民
地
を
..&
設
し

又
盛
に
仲
攻
碕
Ttq･J怯
み
'
早
-
よ
り
骨
計
卒
研
に
通
達

し
て
ゐ
た
U

C
a
n,p
i
民

の
如
き
'『
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
は
紀
元
前

〓

0
0
1
7
〇
二
五
年
の
頃
既
に
合
計
方
槙
を
某
出
し
之

を
各
軸
民
地
に
摘
め
穴
』
と
説
い
て
ゐ
る
が
'
然
し
填

及
に
放
て
は
､
上
排
せ
し
如
-
夙
に
食
計
事
務
が
行
は

れ
屠
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
ノ.～
.J
盛
に
交
通
せ
し
フ
ェ

ニ
キ
ア
<
は
､
如
ち
骨
計
方
牡
を
撰
及
よ
り
抽
入
し
之

を

1
層
完
成
し
た
も
の
で
め
る
る
推
論
す
る
方
が
篠
笛

か
も
知
れ
ぬ
.
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
国
家
財
政
に
も
合
計

事
務
を
有
せ
し
こ
と
は
'

｢
官
職
を
泣
い
た
役
人
は
'

必
す
元
老
院
1こ
そ
の
始
末
書
を
提
H
L
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
'
而
し
て
元
老
院
は
之
を
槍
査
し
て
後
始
め
て
其
安

住
を
解
除
す
る
W
｣
云
ふ
が
如
き
そ
の
制
度
設
偶
の
上

か
ら
見
て
も
推
論
す
る
に
稚
く
は
な
い
.

〇
〇
〇
〇
〇

ヘ
ブ
ラ
イ
人
に
骨
計
事
務
の
存
在
せ
し
こ
じ
は
背
約

2)R･Brown･H)storyOrAc亡Ou.lllLlgandAccolユn-ants.1905P･22



登
音
の
時
節
に
卑
見
す

る堺で
あ
っ
て
'

文
吉
o
sesの

暑
中
に
竣

べ
し
勘
定
'

十
分の
1
故
'
車
人
の
配

布及

び
'
板
碑
な
る
官
制
尊
は
そ
の
存
在
を
立
帝
し
得
る
も

の
で
あ
る
｡

此
の
閲
で
計
昇
記
頚
を
塘
任
せ
し
者
は
'
皆
時
唯

7

の
文
字
を
解
す
る

L
ev
iten
族
で
あ
っ
た
.

S
a-o
m
o
n
の
著
書

LfE

ccJ乳
astik
"
に
は
｡
et
q
uod
cu
･

rr)que
trades,
tn
u
tTlera
ed
appende;
d
a
tum
vers

e
t

lCCe
P
tu
.Tl,
O
m
ne

d
e
s
c
rib
e
'
'

｢

絶
て

数

量

を

使
用

し
て

収
支
聖
ホ
せ
よ
｣

亡
ゐ
-
'
又
蹄
加
俸
の
十
四
章

二
八
節
乃
至
三
〇
節
に
は

『
な
ん
ぢ
ら
誰
か
城
を
集
か

ん
にこ
'先
づ
坐

し
て
そ
の
費
を
か
ぞ

へ
'
己
が
所
有
が
こ

の
事
を
竣
る
ま
で
に
足
る
や
否
や
を
計
ら
ざ
ら
ん
乎
'

然
ら
す
し
て
基
を
拓

へ
若
し
之
を
成
能
は
す
は
見
る
者

み
Ll
噺
笑
て

｢
此
人
は
築
始
め
て
成
遂
げ
ざ
-
し
｣
と

日
は
ん
』

亡あ
る
｡

0
0
O
C
O

O
O
O
O
O

バ
ビ
ロ
ニ
ア
及
び
ア
ッ
シ
リ
ア
も
舌
代
東
方
,J
放
け

る
商
業
中

心

地
の

一
で
あ
っ
て
'
是
等
の
人
民
が
戎
種

の
合
計
を
必
要
亡
せ
し
こ
亡

は疑
な
き
こ
亡
で
あ
る
'

+'t
ピ
p
Lt
ア
の
寺
院
に
は

7
定
の
収
入
の
他
に
多
-
の

超

披

L
uca
P
acioh
以
前
の
骨
計
史
の
概
要

献
納
物
が
ゐ
I
'
夫
等
を
塵
分
す
る
必
要
上
昔
時
の
僧

侶
は
盛
に
商
人
亡
し
て
活
動
し
'
収
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産
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付
､
土
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買
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に
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合
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た
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及
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収
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茸
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瀬
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にこ
放
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特
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経
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滞
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侍
し
て

王
の
言
語
動
作
を
大
小
ど
な
-
記
頚
し
て
ゐ
た
､
経
て

之
'1
由
-
て
年
代
記
や
う
の
も
の
が
出
華

現
今
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放

け
る
舌
代
波
新
研
究
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重
要
な
ち
血
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っ
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)
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事
を
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め
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毒
帳
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節
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(節
丁戟
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二
〇
)

T
三
〇

此
の
外

に
組

合

'
寺
院
'
僧
侶
'
磁
行
者

等
が
各
自
所

有
財
産
の
増
減
墾
北
に
就
い
て
記
錦
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
朗
の
財
産
目
録
を
顧
慮
し
て
課
税
し
'
そ
の

半
額
は
金
銭
を
以
て
'
其
の
飴
の
草
餅
は
小
変
､
馬
'

衷
牙
年
の
天
産
物
を
』
で
納
入
せ
し
め
ろ
事
と
し
た
｡

〓

希
胞
の
合
計

希
臓
の
文
明
は
紀
元
前
五
世
紀
に
放
て
既
に
琴
南
潮

に
達
し
､
其
美
術
文
型
は
後
世
に
此
す

へ
き
も
の
が
L1

い
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で
あ
る
が
'
｢
ア
デ
ン
ス
｣
が
短
期
間
に
斯
く
の
如

き

煩
然
た
る
文
牝
の
光
彩
を
放

っ
た
の
は
必
怨
'
輩
固

相･.
る
政
治
上
の
組
軸
だ
富
豊
な
る
財
政
力
の
完
備
亡
に

放
せ
ざ
る
を
得
な
い
.
A
コ
StO
teJes
の
考

■V
erfassun
g

v
.n
A
then"
(紀
元
前
三
二
九
-
三
二
五
年
出
版
一
に

は

D
ra
k
o
n

の
聴

既
に
財
産
DIE錨
ゐ
･Jl
で
'財
産
の
計
算

虞
理
せ
ら
れ
し
こ
亡
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
｡
S
o一orl

(紀
元
前
六
三
八
-
五
三
八
年
)
は
門
閥
の
制
を
打
破

し
て
所
謂

T
lm
O
CraCy
(宮
人
政
治
)
を
行
ひ
励
虎
の

多
寡
に
感
じ
て
人
民
を
四
階
奴
に
分
ち
'
各
政
魔
に
差

等
を
設
け
､第

1
階
紋
を

P
cn
tat(cSiom
ed
lm
n
en
U
稀

し
(自
己
所
有
の
土
地
よ
-
年
々
五
〇
〇
メ

デ
ム
こ
｢
我



｢
園
の
杓
lIT官
有
｣
の
収
穫
を
有
す
る
者
)
是
等
の
内
か

任
命
し
た
｡

ア
ゼ
ソ
ス
の
財
政
を
掌
る
最
も
重
要
な

る
官

束

は

1希
鵬
に
放
て
も
神
殿
の
財
政
は
頗
る
莫
大
な
も
の
で
あ

頂

｢
テ
芸

｣
の

｢
7
.4"

J
の
神
殿
の
財
政
の
管
理

.._
I.'
'J.=
I
;

.i..i

.i,.
∵

:

..I

.,;

頂

付
等
の
｡
妄

讐

て
a
L
J.
而
し
て

T
且

｡
r
に

:
...
.∴

....J
t
∵

.

.;

∴
･
.:
.:
I,
..
.-
‥f.

.
(

.;:

.

.1=

.......I..
I:.
..
㌦

.
I...∵

1.
..:
i
..;
･i..

産
等
の
記
銀
が
あ
る
｡

ゼ
ス
に
放
て
は
種
々
の
憎
用
磯

喝

拝

に
個
人
銀
行
'

両

替
屋
等
あ
･O
.
就
中

訂

ion
及
び

p
-.orm
.S
銀
行

超

鋲

L
tJca
P
a
c10)0
以
前
の
合
計
史
の
概
要

は

顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
'
是
等
頚
有
家
を

一
般
t

trap
e?.itle
L
7耳
ひ
'

市
場
に
卓
を
置
い
て
両
替
'
貸

付
'
預
金
鵠
替
'
保
護
預
'
支
珊
代
位
等
の
兼
務
智
行

ひ
'
釆
て
公
領
人
の
如
き
仕
事
を
も
し
て
居

っ
た
二
･,J

は
S
ok
一ateS
や
()eTT10Sthenes
の
演
説
中
に
も
層
々
逃

べ
ら
れ
て
居
る
'

瀬
行
家
は
斯
-
の
如
-
各
種
の
業
務

を
行
ひ
'
種
々
の
取
引
曽
璃
せ
L
が
散
に
､詳
細
な
る
合

計
を
璃
す
こ
亡
は
必
要
秋
-
べ
か
ら
ぎ
.る
こ
亡
で
あ
て

彼
等
は
其
取
引
を
先
づ

M
cm
o
ran
d
a
(G
ra
rnm
ateid
la)

に
記
入
し
'
更
に
之
を
貸
借
両

側
を
庭
分

せ

る

D
ay

】3cc,k
s
(ep
heJn
erides)
及
び

L
edg
ers
(bLblid
]'a.
g
r

a

m
-,･ate
la
)
仁
移
記
し
た
'
eE=
ち
ア
ゼ
ソ
ス
の
銀
行
は

此
の
特
既
に
現
今
の
伴
記
瞳
に
近
い
方
式
を
行
っ
て
居

た
の
で
あ
る
.
(註
四
)孟
五
)

(社
内
)
A
コ
StSP
haneS
の
'rD
le
W
o
tken.'削
り
序
幕

に於
て

Strcpsl･1tZes.'
が
夜
乾
け
ま
で
家
計
簿

も
ひ
も～
与
,Tj
が
ら

借金
や

其

り

利

子
を
支
沸
ふ
べ
き
宿
斯
日
り
遠
近
も
愁
嘆
し
て
居
る
光
点
在

執
る
｡
即
ち

=
A
b
e:
nh
v
e
rg
eh
'
】n
C
一a
m
.
Z
u
se
h
-】-
W
･

]e
.Tbl三
T+LS
f.lilt
deE
m
on
o
d
7e
Z
w
an
N]ge.
))en
n
d
e
r

Z
tn
se
n

Schw

ar]n
r
t]c
k]:
n
aher

ZL
r

nde.
B
ursc
h

.
elm
L
ICh
t.

蔚
十
二
一

巻

(弟
J
耽

二
二
こ

二二T

4)JMeTkel,BaukenRd lI,S.163



雄

秩

L
uea
Pacio)o
玖
前
の
骨
計
史
の
概
要

L
a

n
g
e
a
t]ch
d.1S
fTa亡Sbuch,
d
a
ss
ich
d
arlr)
n
aC
h
b
]a
Lte･

l
e
,

W
te
v】ele

SD
I
I

d
en
n.
u
n
d

w

ie

tlie
Z
ln
Se
n
au[gestJ･

二

証
五
)

雅
典
の
撃
町
家
は
其
固
有
の
群
務
以
外

1.
顧
客
の
鹿
頬
に

廼
妄

り
構
鰍
-LL
る
頭
脳
ビ
手
腕
亡
Ii
'
迷
11
国
家

骨計
等
携
り
枚

1

査
官

憲

ぜ
ら
る
J
に
空
っ
志

で
雪

｡-

"

三

羅
馬
の
合
計

【

羅

剛
の
雷

蒜

潔

讐

負
ふ
所
頗
る
大
で
あ
っ

す

有
L
t
金
捷

a
e,a
コ
um

S
-

1
蛋

理
し
,
叢

頂

等

行
ひ
.
別
に

a
era
rrEm
S
a
n
ctu
s
品

す
る
金

o
n
a
rJen
若
し
-
ば

B
revi
･lrien
(財
産
日
銀
の

7
種

は

T
ac
Atu
s
の
託
に
依
れ
ば

既
に
シ
ー
ザ
ー
』
凍
存
在

し

た
古
い
ふ
こ
亡
で
あ
る
'

S
e
nlte
の
財
政
事
務
を
助
-
ろ
た
め
に
'
其
の
下
に

Q
uae･qto
rs
及
び

C
en
s.rs

tl･.
る
官
攻
ゐ
-
て
'
前
者

は
公
合
計
ta
b
u
TZle
P
u
b
Zica
e
を
管
掌
し
､

地
方
行
政

第
十
三
盤

(常
一
雄

二
二
二
)

l三二

官
に
封

す

る
支

川
及
び
収
入
を
計

算
して
合
計
官
及
び

出
納
官
の
任
務
を
行

っ
て
ゐ
･LJ
こ
亡
は
､
丁
度

Q
uaesr

t｡
･i
及
び

r[1t-.
n
aJi
又
は

ra
tio
cina
to
ry

の
存
せ
L

希
低
の
制
度

に
酷
似
し
て
ゐ
N<
.

而

し

て
擢
属
Ji
放
け

る
曾
計
事
務
の
集
中
は
称
に
著
し
き
も
の
が
あ
る
'
即

ち

S
u111
の
晴
代
に
は

Q
uae
告
rLS
を
増
員
し
､
地
方

長
官
1

7
人
若
し
-
は
二
人
宛
を
分
属
せ
し
め

(
シ
シ

リ
ー
は
四
人
)
之
を
し
て
定
期
に
地
方
財
政
の
詳
細
な

る
骨
計
書
を
確
梅
の
開
康
に
呈
出
せ
し
め
た
'
Q
uaest･

o
rs
の
下
に
は
多
数
の

S
Gr,b
a
c
あ
-
て
合
計
係
､

書

記係
の
役
を
務
め
'
発
て
牲
律
顧
問
で
あ
っ
た
.

僻
は
雁
偶
人
の
家
計
に
放
て
は
'
家
長

(b
o
nus
P
a
te･

rra."
lia
s)
が
記
帳
な
行
ひ
'
絶
て
の
頚
喝
を

日
記
帳

ad
ve
rS
al･Za(ep
he
m
eris)
に
記
入
し
､
毎
月
之
を
特
別
の

室

に

備
付
け
て
あ
る
Cod
ex
a
ccep
tl
et
eX
P
en
SJ
帥
ち

元
帳
に
記
入
し
て
ゐ
た
､
是
等

の
帳
蕗
は
裁
判
上
電
按

力
S
d
es
p
ub
)ica
.
B
et～cisk
rl
rt)を
有
し
た
の

で
あ
る
が

拓
馬
の
銀
行
家
argerltaril
は
希
倣
S
銀
行
家
W
患

同
棲
の
業
耕
せ
潜
ん
で
居
っ
た
が
'
国
家
の
監
督
の
下

に
立
ち
珪
律
の
命
す
る
朋
に
随

っ
て
精
確
な
る
帳
簿

5) DeutschvonJ,H.Voss.Ⅰ82T,S-198

6) C.A Conant.ThePincrplesofBlnklng,P I69117o
I) Mommsen.RomlSCheGe5ChlChte,Berlln6Alユ8-.5.84()



を
伶
成
す
る
の
義
務
を

有
し
て
居
た
'
而
し
て
右
の

a
d
v
crSalJa
亡
C
o
Jex
acce
p
LI
Ct
e
X
召
】Sl
の
外
に
〓
b
er

ratHjIlun
.
な
る
帳
餅
を
傍

へ
て
各
取
引
者
毎
に
貢
を
奥

に
し
て
其
の
侶
樺
'
債
務
-
勘
定
即

ち

S
c
E
e
n

(e
x

p
erlSu.n
ferJe
)

〓
ab
e11
(
aCCe
P
tL]rn
LTerre
)
を
記
入

し
'
取
引
者
間
の
支
胡

は

帳
簿
上
の
振
葬
を
以
て
之
を

行
U
t
財
産
日
銀
は

]nv
e
-1ta
liuIIt
叉
は

re
p
erto
Tiu
rlt

の
名
相
の
下
に
之
を
虞
理
し

た
.

羅
馬
は
帝
政
時
代
に
至
-
'
其
の
財
政
の
膨
脹
に
侍

れ
て
財
政
組
概
に
種
々
の

改
革
を

加

へ
'

ア
ウ
ガ
ス

タ
ス
の
牌
に
は

ae
rl
riuET1
saturui
の
外
に
6
sc
us
C
a
r

csa
n.S
を
設
け
て
皇
帝
の
私
金
庫
亡
な
L

P
ro
c
urato
r

吾

hJ
塁

.M

Q
改
革
は
,
彼
の
品

番
に
よ
っ
て

績
乗
せ
ら
れ

､
改
l艮
せ
ら
れ
た
'
而
し
て
官
職
の
禽
計

官

は

n
u
nlera
コ
uS
,こ
秤
L
t
支
部
命
令
書
'
納
税
者

E
l

其
他
の
諸
圃

.Ll
輪
入
せ
ら
れ
'
合
計
革
帯
は

esa
rcl
及
び
p
refetti

に
委
託
さ
れ
t
L
a
n
g
o
E)a
rd
cJl
に
放
て
は
そ
の
主
都
に

放
て
'
王
の
財
産
を
管
理
し
そ
れ
に
就
い
て
財
産
日
銀

を
虞
理
す
る
所
の

g
a
sta
E
f
な
る
官
職
が

あ

っ
た
o

L
l
u
g
O
b
a
rd
e,1
人
の
財
政
に
閲
す
る
合
計
制
度
に
就
て

は
椎
茸
t､bる
記
銘
は
存
在
し
な
い
が
'
彼
等
芭
蜂
も
必

要
に
感
じ
て
歳
入
歳
出
の
監
視
な
行
ひ
し
こ
W
は
疑
ひ

な
い
こ
と
で
t
B
ra
m
b
〓
h
の
説
に
仕
れ
ば
'

個
人
的
性

質
の
合
計
記
微
の
二
三
庁
が

C
T

l.y
l
に
よ
-
衣
刑

さ
れ
た
亡
の
こ
じ
で
あ
る
｡

ア
ラ
ビ
ヤ
人
は
敵
視
に
就
い
て
の
規
則
正
し
き
組
織

を
有
し
て
ゐ
た
.
即
ち
幽
家
行
政

の
住

着
は

D
ivan

に
屈
し
'
F
m
JrS
は
租
税
の
徴
収
を
委
任
さ
れ
て
ゐ
た

が
其
の
倉
計
帳
荷
を

d
cfeta
ri
E
云
ひ
'
帳

面
方

を

K
atd
s
亡
呼
ぶ
0

7

ラ

ビ
ヤ
人
_こ
次
ぐ

N
O
)m
a
tlen
tこ
は
各

州
の
官

吏
を
監
硯
す
る
所
の

C
an
]era
ri
若
し
-
は

C
a
Ln
e･

rLcllg
h
Lが
あ
っ
て
各

G
ra
[1
C
am
erl
･..
若
し
-
は
G
ra
n

T

esc
n
ere
に
礎
属
し
て
居
た
'
後
者

G
ra
n
C
a
】n
era
rto

若

し
-
は

G
r巴
1
T
eso
rLere
に
は
多
-
の
合
計
官
が
准

蔚
十
三
金

(蔚
1放

こ
こ
三
)

こ
こ
三



雅

雄

L
u
c
?

PacJOTo以
前
の
骨
計
兜
の
概
要

屈
し
垂
財
政

を
管

神

慮

分
し
た

の
で
あ

る
O

P
apsth.cher
S
.LPAat
(羅
馬
牲
王
閏
)
に
放
け
る
行
政

の
組
織
は
碓
衣
の
制
度
ビ
大
差
Lq
か
つ
た
が
.
法
王
グ

レ
.コ
リ
ー
7
世

へ五
九
〇
I
六
〇
四
)
の
聴
.
歳
入
歳

出
に
つ
い
て
合
計
を
経

理
し
'
法
王
腰
の
高

官
に

L
o
･

ど
.h
teti
三
石
ふ
一
の
宮
職
を
設
け
恰
も
羅
馬
の
R
ati

o･

m
t]ts
s･tヨ
m
a
r.um
の
如
-
歳
入
歳
出
に
閲
L
諮
諭
に

鷹
紙,し
め
兼
で
槍
杏
藍
賓

で
も
行
は
し
め
た
O

法
王
の
財
政
の
骨
計
事
務
に
就
て
は
､
収
支
を
讃
明

cDp a,義
治 爪 存

三 館 す
世 P l=べ

き

T
の
帳
簿
が
あ
っ
た
'
そ
れ
は
法
王
廉
の
固
書

の
説
に
依
れ
ば
'
此
帳
簿
_二
は

こ
n
ラ
ウ
ス

し
て
あ
る
｡

世

7
二
七
九
年
五
月
か
ら

一
二
八
〇
年
三
月

迄
の

R
o
…
a
g
ne
･111rCh
e
の
収
支

計
算
が
記
載

さ
れ

て
あ

る
'
而し

て
牧
人の
各
頁

の
初
め
に
は

"D
on
no

P
apa
N
ICoJa
IrL
de.
avere｡
を
支
鞘
の

各
頁
に
は

"D
o
m
es
Papa

N

i

c
o

72
1Ir
d
eP
d
are"
の
語
を
話
し

て
み
る
｡

紀
元
四
七
六
年
'
酉
擢
馬
帝
国
滅
亡
の
特
よ
･L,
薮
世

紀
の
間
は
歴
盛
上
所
謂
暗
黒
時
代
ビ
禰
せ
ら
る
1
時
期

第
十
三
怨

へ弟
(横

丁
三
四
)

1
三
四

で
あ
っ
て
'
組
で
の
文
化
は
磨
れ
'
紀

元

7
二
〇
〇
年

頃
ま
で
は
骨
計
の
方
法
等
に
於
て
も
何
等
進
歩

の
跡
の

覇
ね
べ
き
も
の
が
な
い
'
其
の
間
僅
か
に
英
国
に
於
て

ゥ
ヰ
リ
ア
二

世
が

H

〇
六
｣ハ
I
八
七
).D
otn
esd
ay

T3｡
ok
を

作
ら
し
め
王
石
地
及
び
買
約
の

調
査
々

な

し
t
へ
リ
リ
ー
一
粒

(
〓

0
0
-
三
五
)の
時

ex
ch
e

q
uer
な
る
財
政
機
牌
が
現

ほ
れ
て
後

P
Jp
e
R
oIIs
の

作
成
亡
な
I
!

是
等
が
徐
々
に
個
<
合
計
.
寺
慣
食
計

及
び
荘
糊
骨
計
LL
模
倣
せ
ら
れ
て
後
世
英
国
の
合
計
の

汝
達
に
大
な
る
刺
戟
を
輿

へ
た
の
で
あ
る
｡

五

複
式
簿
記
の
成
せ

中
世
紀
の
初
竿
は
'
所
謂
デ
ル

マ
ン

人
の
陸
将
､
政

教
両
堀
の
衝
突
'
封
頗
制
度
の
政

治

鞄

分
裂
等
が
め
っ

て
,
古
き
文
化
園
民
の
凡
て
の
瀬
畑
的
労
作
の
果
賓
を

破
壊

し
去
-
､
商
菜
及
安
易
は
勿
論
'
蛮
術
.
科
学
等

も
絶
て
未
開
墾
の
ま
1
PJ二
道
来
さ
れ
た
の
で
あ
イつ
'
随

っ
て
合
計
制
度
の
如
き
も
永
ら
-
の
問
顔
達
し
得

べ
き

通
常
の
土
地
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
'
然
る
に
'
南
北

商
墾
父
通
の
互
市
場
た
る
伊
大
利
の
都
市
共
和
国
の
勃

興
ビ
共
に
'

ル
､ネ
サ
ン
ス
の
曙
光
は
玄
に
輝
き
初
め



七
文
革
'
美
術
の
椅
聾
を
韓
換
し
た
る
に
止
ま
ら
ず
､

商
業
も
亦
頗
る
隆
感
を
極
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
O

此
時
代
に
於
て
合
計
制
度
の
殺
鼠
に
物
質
的
衝
動
を

典

へ
た
る
も
の
は
'
商
業
殊
に
銀
行
制
度
の
大
な
る
を

戻
.yJ
秩
序
正
し
き
財
政
を
有
す

る
民

主

的
国
家
の
成

立
亡
で
あ
る
､
蓋
し
伊
大
利
tこ
放
て
は
早
-
よ
,C義

行

制
度
轟
達
し
.
世
界
最
古
の
銀
行
亡
補
せ
ら
ろ
ゝ
ヴ

ェ

ニ
ス
銀
行
は
既
に

二

五
七
年
に
設
立
せ
ら
れ
'

1
四

世
紀
に
は
ノ
ロ
レ
ン
ス
に
放
け
る
メ
ジ
ン
家
の
銀
行
が

織
の
共
同
企
貨
の
利
金
ti･.
る
こ
亡
を
認
め
ら
る
1
に
至

う
'
之
に
馳
す
る
特
殊
の
食
計
の
存
達
を
助
長
し
た
こ

次
に
合
計
制
度
の
形
式
的
形
成
に
貢
献
し
た
所
の
も

妊

銑

L
t,(a
Pacioto
以
前
の
骨
計
史
の
概
要

複
式
簿
記
技
の
成
立
亡
で
あ
る
'
蓋
し
此
頃
_こ
至
る
追

撃
老
殊
に
天
文
畢
者
を
除
く
外
は
'

一
般
に
躍
馬
数
字

を
使
用
せ
L
が
､
ピ
ザ
生
れ
の

L
eo)1a
ld
o
B
o
n
ac
一
の

L
ib
cr･
A
b
a
c二

7
二
〇
年
)
u
T石
ふ
書
物
に

よ
-
ア
ラ

ビ
ア
の
記

数
法
が
始

め
て
伊
大
利
iニ
体

へ
ら
れ
.
各
種

の
愈
計
に
之
を
使
用
す
る
に
至
っ
た
O
(聾
ハ)

(証
六
)
L
eonardo
B
on2Cl
は
印
庚
亜
刺
比
脂
計
妹
法
も
､
紋
か

舵
細
末
た
り
し
チ
ユー
.r
ス
に
放
て
億
碑
L
､
後
有
名
な
ろ
敬
啓
者

ryJ
し
て
か
ぞ
へ
ら
れ
ii人
で
あ
る
.

複

式

鈷

記

法

は

'

今

日

迄

Jiこ

夜
見
せ
ら
れ
た
所
仙
商

業
帳
鉢
か
ら
椎
茸
に
推
諭
さ
れ
る
如
-
'
十
四
世
紀
の

始
め
に
起

っ
た
の
で
あ
っ
て
'

1
三
四
〇
年
の
ゼ
/
ア

市
の
行
政
帳
砕

LLJ
ib
ro
d
e11a
lP
aSSa
ria<L
は
､後
記
式

に
依
-
塵
粗
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
'
又
商
人
の
曾

副
組
織
に
附
し
て
は
が
ロ
グ
ナ
大
挙
の
圃
書
館
に
於
て

見
る
所
の
'

7
三
〇
〇
年
の
二
著
作
が

記
載
せ

ら

れ

な
け
れ
ば
L･.
ら
ぬ
､
即
ち

1
は
匪
名
の
著

B
ag
i.･11
d
l

m
erca
ta
n
7.ta
で
他
は

L)a
C
o
rtl
G
IO
V
a
n
n
l
A
ntoIIiol

の

R
eg～
】c
d
l
r0
-
a
g
io
Lle
で
あ
る
が
､
前
者
は
G
.

L
zb
rl
の
説
に
依
れ

ば
｢
第
十
二
世
紀
の
代
理
に
就
て
｣

節
十
三
盤

(餌
一
班

二
二
五
)

二
二
五



細

鏡

Luca
Pacioto
以
前
の
骨
計
鬼
の
概
要

亡
云
ふ
題

目

の
下
に
.
｢余
は
商
人
の
要
求
に
依
-
彼

等
に
必
要
な
る
合
計
組
織
に
関
す
る
書
物
を
書
-
｣
亡

云
ふ
言
乗
で
書
き
始
め
て
居
ろ
O

傭
蘭
西
に
放
て
は
'
複
式
簿
記
は
既
に
十
四
世
紀
に

現
は
れ
'
南
備
蘭
酉
の

M
つn
ta
uba
tl
に
於
で
は

C
.
P
I

K
he二
が
示
す
如
-
'
商
人

FraresB
.
m
+S

の
T
三

三
九
-

1
二
一四
五
年
の
商
業
帳
簿

(そ
れ
は
確
属
譜
で

複
式
簿
記
の
準
則
に
礎
つ
で
虞
理
し
･rlN
所
の
も
の
)
那

額
見
せ
ら
れ
た
'
又

F
.
rcah
q
2
er
に
放
て
は

7
三
三

0
-

7
11三

二
年
の

H
L.g.
T
era
lh

の
商
業
簿
記
の

7片
が
頻
見
せ
ら
れ
た
.

ベ
ニ
ス
の
官
文
晋
の
内
に
は
'
複
式
簿
記
に
よ
-
虚

理
せ
ら
れ
た

7
四
三
〇
年
八
月
か
ら

T
四
三
四
年
三
月

迄
の
S
.rarlN.
兄
弟

の
帳
滞
'

1
四
三
六
年
か
ら

T
四

三
九
年
迄
の

lac.m
.
B
ad
oe.･
の
帳
薄
'

1
四
三
〇

年
か
ら

一
四
四
〇
年
迄
の
An
drea
B
arbar)E
.

の
帳

簿
が
現
ほ
れ
た
｡

又

S
cL1.
7a
d
J
St･
W
a
r
co
の
壬
簿
は

B
esta
の
説

に
依

れ
ば
'
1

四
三
六
年

以
衣
複
式
法
に
依

っ
て
成
理

せ
ら
れ
た
亡
の
こ
じ
で
あ
る
0

第
十
三
潜

(弟

一
班

二

二

六
)

1
三
六

西
班

牙

に
於

て

は

､

既
に

十
三

世
紀

に

於
て
鋳
記
に

関
す
る
汝
律
が
制
定
さ
れ
て
ゐ
る
O

借
は

一
九
四
九
年
十
二
月
四
日
の
法
律
に
は
次
の
如

き
規
定
が
あ
る
'即
ち
｢
凡
て
の
発
行
.
公
の
両
替
屋
､

商
人
井
に
内
閲
人
た
る
亡
朴
図
人
た
る
U
を
間
は
す
'

王
国
の
内
外
商
業
を
潜
む
各
人
は
'
城
塞
人
の
言
語
を

以
て
記
入
し

且
つ
現
金
帳
及
び
備
忘
錨
'
並
び
に
債

横
倍
所
に
捌
し
そ
の
計
算
を
王
国
の
本
国
人
に
過
EEE
せ

ら
る
＼
所
の
規
則
に
従
っ
て
慮
理
す
る
義
瀞

を
負
ふ
｣

E
O以

上
に
述

べ
た
如
-
'
今
日
の
複
式
記
入
の
形
式
は

十
三
壮
絶
の
終
-
よ
-
十
四
世
紀
の
始
め
に
於
で
既
に

之
を
認
め
る
こ
亡
が
出
来
る
が
'
未
だ
贋
-

7
横
の
形

式
を
確
立
す
る
に
は
奉
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
'
然
る

に
十
五
世
紀
の
終
り
に
迫
び
'
此
に
関
す
る
夢
初
の
著

書
が
出
現
し
合
計
血
上
に

7
新
期
を
劃
す
る
にこ
至
っ
た

の
で
あ
る
｡

六

L
･-ca
Pac叫o】o
E其
の
著
書

複
式
辞

記
に
;%
す
る
最

初
の
著
書
は
'
フ
ラ
ン

シ
ス

坂
の
僧
侶
に
し
て
且
つ
有
名
な
る
数
学
家

L
uca
P
ac(.I



ojo:

そ
の
人
で
も

ろ

｡
(&
七
)

(琶

t

L
uca
PacJoJ
o

り
略
称
井
_こ氏
名

=
(Luca
PacIO】】.L
tTCa

P
a
c70TO.
L
una
de
B
tlhgO.

Luca
S

PaccJOJI.
F
Ja
L
LLnLI

P･1Ci～]J
d.
BolFO
SAT)CePOIcro,
F
ll
L
LtCa
P
a
c

].01～
I)a

J

30
,g
o
S
l
n
S
e
poLch
ro,
L
uca
s
d
l
JjoTg
O

の

内

何

れ
が
正
し

与
,か
)
に
就
て
ti
禽
計
車
輪
鞘
第
四
集
平
井
商
寧
士
の
論
文
七
七
-

七
九
貫
藩
頂
.

彼

は

7
四

九

四
年

V
e
nedi
g
に
放
て
上
梓
せ
し

'LS
･

LLm
m
a
d
e
A
ritJlm
e
tica
.Ge
o
metria
.
P
ro
po
rtio
n
i
e

を
輿

へ
た
｡

1.P
tur州S
は

P
r.
[･
D
r

E

L
･
liger
に
依
-
濁
逸
謂

に
醗
碍
せ
ら

れた
'
但
し
彼
は
複
式
洋
記
法
の
蓉
見
者

lで
は
な

い
'
絞
ま
左

前
に
警

既

に

B
en
.
d
e-t｡

:C
o
tru叩
Ti
な
る
者
が
あ
る
'
彼
が
夢
研
灸
刊

L
LJの
は

二

五
七
三
年
で
あ
る
が
'

一
四
五
八
年
に

丁
稿
せ
し
研

二
編
第
十
三
葦
の
一,D
e)l'
ord
ine
d
i
ten
ere
Te
scr]'tt

O
re
m
erc
an
t]JlTle.l上
e

"
の
三
大
頁
乃
至
二
八
頁
に
は

.
｢
帳
簿
が
如
何
に
産
期
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
か
｣

雑

感

g
cI
P
anioTp
必
前
の
骨
計
史
の
概
要

の
方
杜
を
要
流
し
'
碇
も
hT･4
-
複
式
薄
記
法
に
関
す

る

説
明
を
試
み
て
居
ろ
｡

乍
然
之
が
た
め
ーこ
複
式
籍
記
怯
最
初
の
学
者
で
し
て

の

P
a
c
..Io
の
贋
厄
は
宅
も
揮
減
さ
れ
Ll
い
の

で

あ

る
'

何
亡
な
れ
ば

C
o
trug
rl･
の
論

文
は

P
ac.to
lo
の

出
版
よ
-
七
十
九
年
後
に
公
刊
よ
れ
た
の
で
あ
っ
て
､

是
れ

7
仮
に

P
a
cio
)O
の
著
書
を

以
て
複
式
簿
記
法

に
関
す
る
著

作
の
碍犬
亡
す
る
所
以
で
あ
る
'
但
し

P
a
c-o
lo
の
複
式
律
記
に
就
て
の
給
文
は

L
.
G
o
一d
d
t･

m

ldt
が
謂
ふ
如
-
何
等
理
論
飽
託

町
な
き
は
勿

論
､

畢
初
の
科
単
騎
労
作
u
し
て
の
要
求
を
も
満
た
す
も
の

,で
は
Lu
か
っ
た
¶
蜘
ち

P
acioto
は
如
何
に
帳
潜
が
ヴ

ェ
ニ
ス
の
商
人
の
場
合

に
虞
理
さ
れ
る
か
の
仕
方
'
方

鴇
を
書
い
た
'如
ち

"
E
sern
a
rem
o
irL
esso
e
】
m
o
d
o

d
i
V
e
n
eg
Ja
V
q
u
a
】e
Certa
m
en
te
fr･1
g
71
a
Ztri
か
m
o-

1to

d
a
c
o
m
m

e

ndare"
複
式
倖
記
杜
の
木
質
騎
説
明
で

は
L･4
-
し
て
.
歯
式
簿
記
を
何
故
採
用
す
る
.か
そ
の
存

在
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
'
詳
言
す
れ
ば
其

の
著
の
最
後
Ji

C
o
m
p
utis
et
S
c
rI.P
tu
TIS

の
名
柄
の

下
に
薄
記
に
関
す
る
三
十
六
葺
を
附
加
L
t
賓
産
亡
負

併
十
三
怨

(弟
一紙

二
二
七
)

二
二
七

a) L･GoILlSChmldt.SysterndesHandelsrechteS.StuttgartT89,-,S,lo7



稚

穐

家
書
億
陳
に
就
い
て

I三
種
又
は
後
の
二
種
の
帳
簿
を
備

へ
'

凡
ての
取
引
は

穐
記
し
た
後

b
nad
qru
.
eEl
ち
元
帳
に
移
す

べ
き
で
あ

る
こ
と
を
説
い
て
居
る
'
借
は

g
iL"
naTe
の
頁
は

m
e

ntorla)e
の
克
己
同

1
の
順
を
迫
ひ
'借
方
に
は

"
P
ar"

貸
方
に
は

=A
｡
t･･.る
記
額
を
用
ゐ
'
借
は
現
金
は
借

方
に
記
入
す

べ
き
二
王
'
資
本
は
貸
方
に
記
入
す

べ
き

こ
亡
等
を
説
い
て
ゐ
る
O

P
a
cio
lo
の
著
書
は
'
忽
ち
に
し
て
伊
大
利
は
勿
論

全
麻
羅

巴
に
倦
接
し
て

骨
計
の
発
達
に
著
し
い
刺
戟

を
輿

へ
た
､
十
六
世
紀
に
於
て
各
地
に
商
業
畢
校
の
勃

興
す
る
と
共
に
､
塵

記
杜
は
必
須
科
目
ぜ
し
て
教
授
せ

ら
ろ
1
に
至
-
r

f
五
二
五
年
に
は

G
io
va
nn
L
A
nto･

nio
T
a
g
)le,lte
の
薄
記
に
関
す
る
二
冊
子
が
ヴ
ェ
ニ
ス

に
於
で
版
行
さ
れ
'

一
五
三
四
年
に
は

D
｡m
en-co
m

an
zon
I
の
著
書

Q
uad
elnO
d
o
ppi.
co
t
suo
g
.o
rn
a
･

-es
econd
o
]L
costum
e
d
i
V
enet]+a
が
H
で
'
其
の

顔
此
軽
の
著
者

漸
次
そ
の
教

を

珂
如
し
'
和
蘭
に
於
で

第
十
三
食

(弟

一
銭

二
二
人
)

T
三
八

は

7
五

四

三

年

に

P
a
ci0
-0

の

著
書
を

基
礎
亡
せ
る

Ja
m
Y
Jn
Py
n
C
hristoH
els
の
書
が
刊
行
せ
ら
れ
.
そ

の

夫
人

の
手
に
な
-
し
傭
諜
書
は
傭
詔
を
以
て
記
さ
れ

た
最
初
の
飴
記
書
で
あ
る
､
英
国
に
於
で
も

P
acio
)0

の
著
書
が

一
五
E
l二
年

に

H
L.g
h
O
Ldcastle

の
手
に

ょ
-
て
跳
躍
せ
ら
れ
て
英
語
簿
記
書
の
濫
旗
を
な
し

た
､
斯
し
し
て
伊
大
利
式
銘
記
汝
は
金
紋
搾
巴
に
普
及

す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
.
(完
)

8)節三十五氷点商坊統計襲【こ揺 る｡


